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はしがき

本書は、信用金庫および信用組合の経理実務担当者向けに、開示・会計・監査制度の概要と

主要な会計処理・開示実務を解説したものです。自己査定・償却引当については、論点が多岐

にわたることから別冊とし、本書の姉妹書籍「自己査定・償却引当編」で解説しています。

2007（平成19）年８月にわが国の企業会計基準委員会と国際会計基準審議会（IASB）との間で

行われた合意（東京合意）以降、わが国会計基準は、国際的な会計基準とのコンバージェンス

（収斂）を進めてきており、信用金庫および信用組合も少なからずその影響を受けています。

一方、信用金庫および信用組合は、地域の繫栄と相互扶助を目的とした協同組織金融機関で

あることから、上場企業を想定して設定された会計基準をそのまま適用することが適切でない

場合があり、信用金庫法施行規則および協同組合による金融事業に関する法律施行規則におい

て、特段の取扱いが認められているケースもあります。

こうしたことから、信用金庫および信用組合の会計・監査実務担当者は、国際的な会計基準

の設定・改正に併せて行われるわが国の会計基準等の改正動向に加え、業界固有の取扱いの動

向についても留意する必要があります。

会計制度・会計基準に関する論点は膨大であり、本書は、このような信用金庫・信用組合の

特徴を踏まえ、特に重要と考えられる論点にフォーカスして執筆しています。

本書が会計・監査実務担当者の皆様のご理解の一助となれば幸いです。

2022年９月

ＥＹ新日本有限責任監査法人

金融事業部　金融センター長　小澤裕治

金融センターとは
ＥＹ新日本有限責任監査法人金融事業部内に置かれた組織であり、地域金融機関向け外部
セミナーの企画・運営のほか、地域金融機関監査担当者に対する監査ツールの提供、研修
の企画・運営、地域金融機関に対する各種アドバイザリー業務の展開サポートなどの業務
を行っています。
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第 章

1 国際会計基準へのコンバージェンスに伴う信用金庫および信用組合の会計
処理への影響

1 わが国における国際会計基準へのコンバージェンスの動向

企業会計基準委員会は、2007（平成19）年８月に国際会計基準審議会（IASB）と、国際財
務報告基準（IFRS）と日本会計基準との重要な差異については2008（平成20）年までに、そ
れ以外の差異については2011（平成23）年６月末までに解消することについて合意した（東京
合意）。
その後、2012（平成24）年11月にはロンドンを拠点とする国際会計基準審議会の監視機関で
あるIFRS財団が、アジア・オセアニアのサテライトオフィスを東京に開設した。東京オフィ
スの開設は、アジア・オセアニア地域の国々のIFRSへの移行を支援する目的が示されており、
今後の動向が注目される。
これを受けて、企業会計基準委員会は、わが国の会計基準を国際会計基準に近づけるコン
バージェンスを加速させている。最近の動きは、次の【図表１－１－１】のとおりである。

信用金庫および信用組合を巡る最近の動き1

1
信用金庫および信用組合とは
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【図表１－１－１】わが国における最近の会計基準のコンバージェンスの主な動向

項　　目 適用時期※

会計上の見積りの開示に
関する会計基準

2021年３月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る
連結財務諸表及び個別財務諸表から適用

収益認識に関する会計基準 2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用

時価の算定に関する会計
基準

2021年４月１日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用

※�　原則的な適用時期を記載したものであり、会計基準で定められているすべての事項における適用時期
を示したものではない。

2 信用金庫および信用組合に関するコンバージェンスの動向

信用金庫および信用組合の会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行にしたが
うものとされていることから（信金法55条の２、協金法５条の11）、原則としてわが国の会
計基準に則って取り扱うこととなる。
したがって、資産除去債務会計や過年度遡及会計については、信用金庫および信用組合に
おいても、企業会計基準委員会で定める会計基準に則って取り扱っている。
一方で、信用金庫および信用組合は、非営利・相互扶助を基本理念とした協同組織金融機
関であることから、上場株式会社を主な対象とした会計基準を適用することが必ずしもそぐ
わないケースがある。このため、信用金庫および信用組合は、金融庁の判断により会計基準
と異なる会計処理を行うケースもある。
金融商品の時価等の開示については、2009（平成21）年度末に係る財務諸表から預金や貸出

金を含む金融商品全般の時価等に関する事項を注記することが求められた。しかし、信用金
庫および信用組合においては、株式会社の銀行に比べると時価の重要性が限定的であること
やその事務負担等を考慮し、簡便な算定方法により算出した金額を「時価に代わる金額」と
して注記することが許容されている。
企業結合会計については、2010（平成22）年４月より持分プーリング法（結合当事企業の

資産、負債および資本をそれぞれ適切な帳簿価額で引き継ぐ方法）による合併が廃止された。
しかし、信用金庫および信用組合においては、協同組織金融機関の普通出資の特性を踏まえ、
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針において、「基本的に、吸収合併対象財産また
は新設合併対象財産について、吸収合併または新設合併の直前の帳簿価額を付す方法（いわ
ゆる持分プーリング法）により会計処理を行う」取扱いが認められている。
また、包括利益会計では、2010（平成22）年度末より連結決算を行っている企業を対象に

包括利益計算書の作成が義務づけられた。しかし、協同組織金融機関である信用金庫および
信用組合においては、株式会社の銀行と比べて包括利益計算書を作成する意義が乏しいこと
等から、包括利益計算書の作成は、連合会組織である信金中央金庫および全国信用協同組合
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連合会に限定されている。
最近の事例では、2021（令和３）年度末から適用になる時価の算定に関する会計基準の適用

にあたり、株式会社に求められる「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」に
ついても注記を省略することが認められている。
今後においてもわが国における会計基準のコンバージェンスは進んでいくことが見込まれ

るが、その会計処理を信用金庫および信用組合にどのように適用するかについては、協同組
織金融機関の特性を踏まえて当局を中心にして検討されることになる。

2 最近の会計トピック

1 金融検査マニュアルの廃止による影響

金融庁は2019年12月18日に「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と
進め方」（以下、「ディスカッション・ペーパー」という）を公表し、これにあわせて金融検
査マニュアルを廃止した。この廃止にともない、各金融機関は、独自のビジネスモデルや顧
客特性・融資ポートフォリオを踏まえ、将来を見据えた引当モデルの構築がより明確に求め
られることとなった。すなわち、将来予測情報など幅広い情報から信用リスクをどのように
認識していくかが注目されている。
この点、信用リスク情報には、様々な情報が存在するところ、「どのような情報をどの程

度勘案すべきかは、各金融機関の融資方針や融資ポートフォリオの特性等によっても異なる」
としたうえで、具体的には、「引当に反映する信用リスク情報は、合理的で裏付け可能であ
ることを要し、過大なコストや労力を掛けずに利用可能である限り、信用リスクの増大につ
ながる情報と減少につながる情報を偏りなく考慮する必要がある」として、引当金を適切な
水準に計上するうえで考慮すべき情報の質について触れられている。

過去実績 将来の情報足元の情報
個社の　
定量情報

個社の　
定性情報

融資方針・基準の変化、ポート
フォリオの質・量の変化、与信集
中による影響、特定の地域・産業
の状況の変化、経済・ビジネス情
報の変化、その他外的要因 等

特定の地域・産業に関
する将来の予測
（例：不動産・原油価格
の推移）
マクロ経済指標の予測
（例：GDPの予測）

貸倒実績、倒産件数・
倒産時回収実績 等 事業の将来性、代表者の

資質 等

個社の実態BS、PL、
支払状況、条件変更 等

〔信用リスクに関する情報の例〕

 （資料）ディスカッション・ペーパー
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第１章　信用金庫および信用組合とは

また、IFRSや米国基準でのフォワードルッキングな（＝将来予測情報を加味した）貸倒
引当金の導入を受け、日本でも金融商品会計基準改正に向けた検討も進んでいる。
金融検査マニュアルの廃止によって、従来の金融検査マニュアル別表に基づいて定着して
いる現状の実務が否定されるものではないが、金融機関が自らの経営環境、経営戦略、経営
方針、そして融資ポートフォリオなどを踏まえ、認識している信用リスクをより的確に引当
に反映することが必要となっており、各金融機関の特性に応じた創意工夫を実施する必要が
ある。金融検査マニュアルの廃止およびフォワードルッキングな貸倒引当金への移行の流れ
は、各金融機関における財務報告やガバナンスを含め、今後の経営のあり方に幅広く影響を
及ぼす可能性があると思われる。
2020年３月以降、長期にわたる新型コロナウイルス感染症拡大が各債務者へ甚大な影響を
与えている。一方、国および地方公共団体、ならびに各金融機関による支援施策の迅速な実
施により、中小企業などの倒産状況は低く抑えられている。しかしながら、各債務者の債務
負担は大幅に増加している状況を踏まえると、今後の将来を見据えて、一定の不安定要素に
関する十分な情報を考慮できているかといった観点で貸倒引当金の水準を再確認することが

重要であると考えられる。
この点、新型コロナウイルス感染症の将来の不透明な状況を反映させるため、どのような
信用リスク情報を採用できるのかの検討を深め、新型コロナウイルス感染症対策融資を実行
した債務者をグルーピングして、個別に管理・引当するといった工夫を行っている金融機関
も認められる。
なお、この他ディスカッション・ペーパーにおいては、将来情報の引当への反映方法につ
いて、現状の実務での取組事例を紹介していることから参考にされたい。

【参考】各金融機関の取組事例

取組事例 内容

創業資金融資・ミドルリ
スク先融資

新たに取り組む創業資金融資先や改善支援先（ミドルリスク先）に対す
る新たな貸出は、新たに取り組む融資であるため過去の貸倒実績がな
いものの、相対的にリスクが高い分野と判断し、別途他の貸出と区分
した上で、当面は貸出当初から要管理先と同じ引当率を適用し、倒産
実績等のデータが蓄積したところで、当該実績に基づく引当率に代替
することで、相対的に高いリスクに応じた引当金を計上している事例

外航船貸渡業

外航船貸渡業については、今後数年間で予想される収支マイナス額を
現在保有している現預金で賄えないと判断され、かつ、貸出条件変更
を申し出る可能性が高いと判断された場合、要注意先であっても要管
理先と同等の引当金を計上することで、貸出ポートフォリオに占める割
合が相対的に高く、かつ景気変動による将来キャッシュ・フローへの
影響が大きい産業についてフォワードルッキングに将来キャッシュ・フ
ローの変動によるリスクを把握し、引当金に反映している事例
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自動車部品製造業

自動車メーカーの協力会社に対する融資を行う際に、経済状況や産業
構造の変化に起因する受注量の増減見込みに応じて債務者区分を変更
するなどにより、経済状況や産業構造の変化に起因する影響が個別の
債務者の損益に反映されていない段階であっても、特に影響を受ける
部品メーカーのグループについて、受注量の増減を見込んでリスクを認
識し、機動的に引当金に反映している事例

破綻懸念先の長期的な支援
と損失見込期間の長期化）

破綻懸念先のⅢ分類額に対する引当率を算出する際に長期の損失見込
期間を設定することで、３年間の損失のみを見込んで引当率を計測す
ると、引当が過小となってしまうおそれがあるため、貸出の実質的な残
存期間を考慮し、当該期間の貸倒実績を集計したうえで貸倒実績率を
算出している事例

（資料）ディスカッション・ペーパー

2 LIBORの恒久的な公表停止の影響

ロンドン銀行間取引金利（London Interbank Offered Rate, 以下、「LIBOR」という。）に
関して、LIBOR運営機関である ICE Benchmark Administration より、米ドルの一部テナー
を除き、現行のパネル行が呈示するレートを一定の算出方法に基づき算出するLIBORにつ
いては、2021年12月末をもって公表が停止された。金利スワップ等のデリバティブを中心に、
ローンや社債の発行条件等、様々な金融商品にLIBORは用いられており、影響は多岐に渡
ると考えられる。特に金融商品の時価評価や後決め複利契約の未収利息・未払費用関係など
は各信用金庫・信用組合ごとに検討が必要になる可能性がある。
LIBORに代わりうる代替金利指標としては、リスク・フリー・レートベースの金利指標

である無担保コールの翌日物レート、日本銀行が公表するTONA、および株式会社QUICK
ベンチマークス社が公表するTORFのほか、東京銀行間取引金利であるTIBORなどが考え

られる。TONAが後決めの
翌日物金利、TORFが前決め
のターム物金利、TIBORが
前決めで銀行間の信用リスク

が反映された金利と各々特徴

がある。
すなわち、TIBORは金融
機関が資金を調達する際のコ

ストである、クレジット・リ
スクプレミアムなどを含んだ

期間構造を有しているが、リ
スク・フリー・レートは、そ
の名のとおりクレジット・リ

金融機関の
クレジット・

リスクプレミアム等

O/N
RFR

期間構造を
もたせた金利

（ターム物金利）

RFRである
無担保コール
O/N物レート

LIBOR
TIBOR

 （資料）一般社団法人全国銀行協会HP LIBOR特設ページより抜粋
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第１章　信用金庫および信用組合とは

スクプレミアムなどを含まない概念となる。また期間構造を持っておらず、翌日物金利となっ
ている。したがって、LIBORの代替金利指標として利用するためには、期間構造をもたせ
たターム物金利を導出することが必要となってくる。

3 新しい自己資本規制（バーゼルⅢ）の適用

1 新しい自己資本規制（バーゼルⅢ）の動向

自己資本比率については、金融機関が作成した財務諸表に基づき算出することとされてい
るが、近年その算出方法について見直しが行われてきた。
具体的にみてみると、2008（平成20）年のリーマンショックに端を発した国際的な金融危機
への対応を図るため、2009（平成21）年のＧ20ピッツバーグ・サミットで銀行の資本の質と量
の改善等を図ることについて国際合意し、バーゼル銀行監督委員会等で具体的な検討が行わ
れた。そして、2010（平成22）年12月にバーゼル銀行監督委員会より新しい自己資本規制（バー
ゼルⅢ）を文書化した「バーゼルⅢテキスト」が公表された。
この「バーゼルⅢテキスト」の公表を受け、金融庁において国際統一基準行における新し
い自己資本規制の検討が行われ、2012（平成24）年３月に改正告示が公表された。この改正告
示は、2013（平成25）年３月期決算から段階的に適用されている。
2017（平成29）年12月にはバーゼルⅢの最終化が合意され、2019（平成31）年１月にマーケッ
ト・リスクの最低所要自己資本に係る各国での実施時期が合意された（日本では2025（令和７）
年３月期に実施予定）。
なお、国際統一基準行における自己資本規制の主なポイントは、次のとおりである。

①自己資本を「普通株式等Tier１資本」（普通株式、内部留保、その他の包括利益累計
額等）、「その他Tier１資本」（強制転換条項付優先株式等）、「Tier２資本」（一般貸
倒引当金等）で構成する

②比率については、「レバレッジ比率」、「普通株式等Tier １比率」、「Tier １比率」、「総
自己資本比率」を設定する。最低所要水準は、それぞれ３％、4.5％、６％、８％とする
③繰延税金資産、無形固定資産、他の金融機関等の資本調達手段等については、資本の
質を高めるために、告示所定の額を自己資本から控除する

④自己資本比率の分母となるリスク・アセットについては、保有資産額にリスクウェイ
トを乗じて算出する。
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2 信用金庫および信用組合への新しい自己資本規制の適用

国際統一基準行における新しい自己資本規制をもとに、当局において信用金庫および信用
組合における新しい自己資本規制の見直しが行われた。この取扱いは、2014（平成26）年３月
期決算から段階的に適用されている。
信用金庫および信用組合における新しい自己資本規制は、国際統一基準行のルールをベー

スに作成されているが、協同組織金融機関の特性に一定の配慮がなされた内容となっている。
なお、信用金庫および信用組合における自己資本規制の主なポイントは、次のとおりである。

①協同組織金融機関の特性に鑑み、普通出資、優先出資、内部留保、一般貸倒引当金等
を自己資本とし、国際統一基準行のように「普通株式等Tier１資本」、「その他Tier
１資本」、「Tier２資本」に区分しない
②比率は自己資本比率のみとし、自己資本比率の最低所要水準は、バーゼルⅡ規制の４％
を維持する

③評価・換算差額等は、評価損益とも自己資本に算入しない（連結自己資本比率の算出
においては一部例外あり）
④業界の特性に鑑み、信金中央金庫・全国信用協同組合連合会向け出資については、他
の金融機関等の資本調達手段の取扱いと区分して取り扱う

⑤負債性資本調達手段（劣後ローン）や土地再評価差額金については、自己資本への算
入が認められず、2015（平成27）年３月期決算から10年間で段階的に自己資本への算入
額を減少させる

⑥繰延税金資産、無形固定資産、ほか金融機関等の資本調達手段等については、国際統
一基準行と同様に、資本の質を高めるために、告示所定の額を自己資本から控除する
⑦自己資本比率の分母となるリスク・アセットについては、保有資産額にリスクウェイ
トを乗じて算出する

信用金庫および信用組合は、信金法または協金法によって組織、業務内容等が定められた
地域の繁栄と相互扶助等を目的とした協同組織の金融機関である。
信用金庫は、信金法４条の規定に基づいて事業免許の取得により金融事業を行っている。
また、信用組合は、協金法３条の規定に基づいて認可を受けて金融事業を行っている。
したがって、信用金庫および信用組合には、①総（代）会に提出する業務（事業）報告、②

当局へ提出する（連結）業務報告書および（連結）決算速報等、③公衆縦覧に供するディス
クロージャー誌による財務報告制度がある（【図表１－２－１】参照）。

1 総（代）会に提出する業務（事業）報告

信用金庫および信用組合の事業年度は、信金法55条および協金法５条の規定により４月１
日から翌年３月31日までと定められ、信金法38条および協金法５条の７の規定により、毎事
業年度に計算書類（貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案または損失処理案）および業務
（事業）報告ならびにそれらの附属明細書を作成し、総（代）会に提出し承認を受けることが
求められている。
ただし、一定規模以上の信用金庫および一定規模以上または員外預金比率10％以上の信用
組合では会計監査人の監査が義務づけられているため（信金法38条の２、協金法５条の８）、
貸借対照表、損益計算書については原則として総（代）会の承認は不要となり、提出・報告する。

概　　要1
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第 章

財務報告制度の概要
2

信用金庫および信用組合は、信金法または協金法によって組織、業務内容等が定められた
地域の繁栄と相互扶助等を目的とした協同組織の金融機関である。
信用金庫は、信金法４条の規定に基づいて事業免許の取得により金融事業を行っている。
また、信用組合は、協金法３条の規定に基づいて認可を受けて金融事業を行っている。
したがって、信用金庫および信用組合には、①総（代）会に提出する業務（事業）報告、②
当局へ提出する（連結）業務報告書および（連結）決算速報等、③公衆縦覧に供するディス
クロージャー誌による財務報告制度がある（【図表１－２－１】参照）。

1 総（代）会に提出する業務（事業）報告

信用金庫および信用組合の事業年度は、信金法55条および協金法５条の規定により４月１
日から翌年３月31日までと定められ、信金法38条および協金法５条の７の規定により、毎事
業年度に計算書類（貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案または損失処理案）および業務
（事業）報告ならびにそれらの附属明細書を作成し、総（代）会に提出し承認を受けることが
求められている。
ただし、一定規模以上の信用金庫および一定規模以上または員外預金比率10％以上の信用
組合では会計監査人の監査が義務づけられているため（信金法38条の２、協金法５条の８）、
貸借対照表、損益計算書については原則として総（代）会の承認は不要となり、提出・報告する。

概　　要1
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2 当局へ提出する（連結）業務報告書および（連結）決算速報等

信用金庫および信用組合では、毎事業年度、監督当局への報告資料として（連結）業務報
告書（信金法89条１項および協金法６条で準用する銀行法19条）を作成し、事業年度終了後
３ヵ月以内に金融庁長官等に提出する。
当該監督当局に提出する業務報告書は、前述の総（代）会で承認または提出される計算書類

および業務（事業）報告とは異なる様式（信金法施行規則131条、協金法施行規則68条）である。
また、1998（平成10）年度決算から子会社等を有する信用金庫および信用組合にあっては、
連結業務報告書を作成・提出することが義務づけられた。
このほかに、信金法89条および協金法６条で準用する銀行法24条により、決算速報を監督
当局に提出する。この決算速報は、監督当局が信用金庫および信用組合の業務または財産の
状況について、早期に把握（事業年度終了後45日以内）する必要があるため提出するもので
ある。その様式は金融庁が定め、業務報告よりもさらに詳細な財務資料および経営諸比率等
を報告するものとなっている。

3 公衆縦覧に供するディスクロージャー誌

信用金庫および信用組合では、信金法89条および協金法６条で準用する銀行法21条に基づ
き、事業年度に係る説明資料としてディスクロージャー誌を作成する。このディスクロー
ジャー誌は、公衆の縦覧に供するとともにその他の提出資料として監督当局へ提出する。

4 銀行の財務報告制度との相違点

信用金庫および信用組合の財務報告制度は、株式会社である銀行とは、次の相違点がある。

①半期開示については、信用金庫および信用組合の業界団体の自主申合せ等が取りまと
められ、法令においても努力規定が設けられている。しかし、制度としては、中間会
計期間に係る財務報告制度は導入されていない

②「株主資本等変動計算書」は、2006（平成18）年５月施行の会社法により、銀行を含む
すべての株式会社で作成している。しかし、優先出資を東証に上場して金融商品取引
法に基づく開示を行っている信金中央金庫を除き、協同組織の信用金庫および信用組
合では、株主資本等変動計算書を作成しない
③「キャッシュ・フロー計算書」は、信用金庫および信用組合では原則作成しない。し
かし、信金中央金庫および全国信用協同組合連合会が監督当局に提出する業務報告書
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第２章　財務報告制度の概要

（信金法施行規則131条　別紙様式14号および14号の２、協金法施行規則68条　別紙様
式10号および10号の２）ではキャッシュ・フロー計算書が含まれる

【図表１－２－１】信用金庫および信用組合の財務報告制度

信用金庫 信用組合

業
法
に
基
づ
き
作
成

す
る
開
示
書
類

根拠法 信金法38条
信金法施行規則25条

協金法５条の７
協金法施行規則15条

業務（事業）報告 別紙様式１号～４号※２

貸借対照表
損益計算書
剰余金処分案（損失処理案）
附属明細書

�※１
別紙様式１号～４号※３

同左
同左
同左
同左

承認又は報告先 総代会 通常総会

銀
行
法
準
用
に
よ
る
当
局
提
出
書
類

根拠法 信金法89条にて準用する
銀行法19条
信金法施行規則131条

協金法６条にて準用する
銀行法19条
協金法施行規則68条

業務報告書 （別紙様式13号）※４

貸借対照表
損益計算書
剰余金処分計算書（損失処理計算書）

（別紙様式９号）※５

同左
同左
同左

連結業務報告書 （別紙様式13号の２）※６

連結貸借対照表
連結損益計算書
連結剰余金計算書

（別紙様式９号の２）※７

同左
同左
同左

提出先 金融庁長官等 金融庁長官等
提出期限 事業年度終了後３ヵ月以内

銀
行
法
準
用
に
よ
る
公
衆
縦
覧
書
類

根拠法 信金法89条にて準用する
銀行法21条
信金法施行規則132条
信金法施行規則133条

協金法６条にて準用する
銀行法21条
協金法施行規則69条
協金法施行規則70条

統一開示事項（単体） 金庫（組合）の概況及び組織に関する事項
金庫（組合）の主要な事業の内容
金庫（組合）の主要な事業に関する事項
金庫（組合）の事業の運営に関する事項
金庫（組合）の直近２事業年度における財産の状況に関する事項
　　貸借対照表、損益計算書および剰余金処分（損失処理）計算書
事業年度末日における重要事象等

統一開示事項（連結） 金庫（組合）およびその子会社等の概況に関する事項
金庫（組合）およびその子会社等の主要な事業に関する事項
金庫（組合）の直近２連結会計年度における財産の状況に関する事項
　　連結貸借対照表、連結損益計算書および連結剰余金処分計算書
事業年度末日における重要事象等

※１　 は会計監査人設置信用金庫または組合における会計監査対象書類
※２�　信用金庫連合会については、別紙様式５号～８号、特定取引勘定設置信用金庫連合会については、
別紙様式９号～12号
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※３　信用協同組合連合会については、別紙様式５号から８号
※４�　信用金庫連合会については、別紙様式14号、特定取引勘定設置信用金庫連合会については、別紙様
式15号

※５　全国信用協同組合連合会については、別紙様式10号
※６　信用金庫連合会については、別紙様式14号の２
※７　全国信用協同組合連合会については、別紙様式10号の２

　（資料）ＥＹ新日本有限責任監査法人

信用金庫は、信金法を根拠法とする会員組織の金融機関である。一方、信用組合は、中企
法を根拠法とする協同組合組織の金融機関である。中企法は、信用組合だけでなく、事業協
同組合、企業組合その他の協同組織を規定する法律である。よって、信用組合については、
別に金融事業の公共性に鑑みて監督法規として、協金法が存在する。
信用金庫および信用組合は、まず、協同組織金融機関の目的を達成するための原則を定め
た各根拠法にしたがう。
次に、運用するうえで各根拠法を補完する細則である各施行令・施行規則にしたがう。さ
らに、金融機関としての健全性・公共性確保のため、開示・報告制度等について一部銀行法、
組織運営について一部会社法の規定等が準用される。

【図表１－２－２】信用金庫および信用組合の根拠法規の関係

府令・省令

政令

法

信金法・協金法等

（資料）ＥＹ新日本有限責任監査法人

根拠法規2
信用金庫は、信金法38条に基づき各事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、
剰余金処分案または損失処理案）および業務報告ならびにこれらの附属明細書を作成する。
その作成方法、様式については、信金法施行規則25条にて定められている。特定信用金庫（政
令に定める規模に達しない信用金庫を除く）における監査および総代会への報告・提出の手
続きについては、信金法38条の２にて定められている。
信用組合は、協金法５条の７に基づき各事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算

書、剰余金処分案または損失処理案）および事業報告ならびにこれらの附属明細書を作成す
る。その作成方法、様式については、協金法施行規則15条にて定められている。特定信用組
合（政令で定める規模に達しない信用組合または員外預金比率が政令で定める割合を下回る
信用組合を除く）における監査および総会への報告・提出の手続きについては、協金法５条
の８にて定められている。

信用金庫および信用組合は、信金法89条および協金法６条で準用する銀行法21条に基づき、
業務および財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成

し、営業所に備え置き、公衆の縦覧に供している。当該ディスクロージャー制度は、信用金
庫および信用組合が銀行と同様に国民の預金を託される機関として公共性・社会的責任が高
く、国民の支持と理解を得る必要があるためである。

計算書類および業務（事業）報告ならびに
これらの附属明細書3

ディスクロージャー誌4
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第２章　財務報告制度の概要

信用金庫は、信金法38条に基づき各事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、
剰余金処分案または損失処理案）および業務報告ならびにこれらの附属明細書を作成する。
その作成方法、様式については、信金法施行規則25条にて定められている。特定信用金庫（政
令に定める規模に達しない信用金庫を除く）における監査および総代会への報告・提出の手
続きについては、信金法38条の２にて定められている。
信用組合は、協金法５条の７に基づき各事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算

書、剰余金処分案または損失処理案）および事業報告ならびにこれらの附属明細書を作成す
る。その作成方法、様式については、協金法施行規則15条にて定められている。特定信用組
合（政令で定める規模に達しない信用組合または員外預金比率が政令で定める割合を下回る
信用組合を除く）における監査および総会への報告・提出の手続きについては、協金法５条
の８にて定められている。

信用金庫および信用組合は、信金法89条および協金法６条で準用する銀行法21条に基づき、
業務および財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成

し、営業所に備え置き、公衆の縦覧に供している。当該ディスクロージャー制度は、信用金
庫および信用組合が銀行と同様に国民の預金を託される機関として公共性・社会的責任が高
く、国民の支持と理解を得る必要があるためである。

計算書類および業務（事業）報告ならびに
これらの附属明細書3

ディスクロージャー誌4
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その記載事項については、信金法施行規則132条（単体）・133条（連結）、協金法施行規則
69条（単体）・70条（連結）において統一開示項目が定められている。そのほか、任意開示
項目として信用金庫および信用組合の特有な事項（営業区域、会（組合）員数等）ほか、経
営の健全性に関する事項、地域貢献に関する事項等を自主的に開示する。
なお、統一開示項目として、信金法38条の２第３項および協金法５条の８第３項の規定に
基づき、貸借対照表、損益計算書および剰余金処分計算書または損失金処理計算書について、
会計監査人の監査を受けている場合にはその旨の記載がされるが、当該ディスクロージャー
誌自体は監査対象外である。

1 業務報告書および決算速報

信用金庫および信用組合では、毎事業年度、監督当局に対する報告資料として業務報告書
および決算速報を作成する。
業務報告書は、信金法および協金法の施行規則（内閣府令）によりその様式が定められ、

事業概況書のほか、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書等を監督当局に報告するも
のである。信金法89条および協金法６条で準用する銀行法19条に基づき作成し、信金法施行
規則131条および協金法施行規則68条により事業年度終了後３ヵ月以内に金融庁長官等に提
出する。
実際には、信金法施行令10条の２および協金法施行令７条の規定により、受理権限が金融
庁長官から所在地を管轄する財務局長等に委任されているため、所轄の財務局（財務事務所）
等に提出する。
業務報告書において報告する事業概況書では、事業の概況として、事業方針、償却および
引当の方針、金融経済環境、業績、事業の展望および信用金庫および信用組合が対処すべき
課題について報告するとともに、役職員の状況、出資金の状況、地区および事務所、預貸金
の状況のほか、自己資本比率等について報告する。
また、子会社等を有する信用金庫および信用組合にあっては、銀行と同様に連結業務報告

その他当局提出書類等5
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第２章　財務報告制度の概要

書を作成・提出することが義務づけられている。
一方、決算速報は銀行の決算状況表に該当するもので、信金法89条および協金法６条で準
用する銀行法24条に基づき、業務または財産の状況について報告するものである。信用金庫
および信用組合における年度末の財産および損益の状況等は前述の業務報告書でも把握する

ことが可能であるが、その提出期限は毎事業年度終了後３ヵ月以内と遅い。実態を早期に把
握する必要から、主要勘定、損益の総括と剰余金の処分、利益の内訳、損失の内訳、単体自
己資本比率については、毎事業年度終了後45日以内（その他の項目については55日以内）に
決算速報を財務局長等に提出することとなっている。
記載内容としては以下の項目が含まれており、信用金庫および信用組合に関する財務計数
等が網羅されている。

【図表１－２－３】信用金庫および信用組合の決算速報

《信用金庫および信用組合の決算速報》

第１表　主要勘定（１．資産、２．負債及び純資産）�

（参　考）�

・その他資産、その他負債の内容�

第２表　損益の総括と剰余金の処分�

第３表　利益の内訳�

第４表　損失の内訳�

第５表　経費の内訳（１．人件費、２．物件費、３．税金　ほか）�

第６表�　引当金の引当状況（１．貸倒引当金、２．退職給付引当金、３．その他の引当金の
状況　ほか）�

第７表　単体自己資本比率

第８表　常勤役職員数及び店舗数�

第９表　貸出金利別残高�

第10表　業種別貸出残高状況

このように財務データを始めとする経営諸データが詳細に記載されていることから、信用
金庫および信用組合に関する計数分析には、この決算速報が欠かせないものとなっている。
また、子会社等を有する信用金庫および信用組合においては、連結決算速報を作成のうえ
報告することとされている。

2 日計表

信用金庫および信用組合がその企業活動により行った取引は、勘定科目にしたがって仕訳
され記録されることとなる。このように、日々発生する多岐にわたる取引を勘定科目にした
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がって仕訳し、資産、負債および純資産の変動、損益の状況を記録するものが日計表である。
毎日の業務の終了時点において作成される残高試算表であり、日々作成されることから日計
表という名前が付けられている。
信用金庫および信用組合では信金法および協金法が準用する銀行法24条に基づく報告とし

て、金融庁の定める様式により、月末日計表と月中平残日計表を財務局等に毎月報告している。
また、期末においては、この日計表をもとに決算関係書類ならびに決算速報、業務報告書
等の報告書類が作成されることとなる。


